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第１章 計画の概要 
１.１ 計画策定の背景と目的

 街なみ環境整備事業は、住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体と住民が協力

して住宅や生活道路などの改善を行い、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成を図るものである。 

大町市では、平成 10 年に『大町市街なみ環境整備事業計画』（前計画）を策定し、中心市街地内の

エリアを対象に各種事業の展開を図ってきた。

事業完了後 16 年が経過し、中心市街地では人口減少や空き家や空き店舗の増加といった課題が顕

在化するなかで、令和６年３月に公民学の連携組織「信濃大町 100 人衆会議」により策定された『大

町まちなか未来ビジョン』をふまえ、これに示された将来像の実現も念頭に、新たな事業展開を『新

大町市街なみ環境整備事業計画』（新計画）として策定するものである。 

 新計画では、住民の日常生活環境や、まちなかの魅力の向上とともに、広域圏における産業基盤整

備やひとの流れも視野に入れた取組により、移住や起業、観光等によるひとの交流を促進し、「にぎ

わいの日常化」を目指すことを目的とする。 

１.２ 街なみ環境整備促進区域の設定  

 街なみ環境整備促進区域は、計画対象

範囲として住環境の整備改善を必要とす

るエリアや景観形成を図るべきとされて

いる地域のなかから設定するもので、上

位関連計画との整合を図り、「第４次大町

市中心市街地活性化基本計画に基づく中

心市街地の区域（右図参照）とする。 

図 街なみ環境整備促進区域の範囲 
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１.３ 整備計画の位置づけ

本計画は上位関連計画に示された市全体や中心市街地におけるまちづくりの目標や方針をふまえ、

県や民間の事業とも連携して取り組むこととする。 

＜参考＞大町まちなか未来ビジョン 

 令和６年３月に策定された『大町まちなか未来ビジョン』では、まちなか（中心市街地）の目標と

して「にぎわいの日常化」を掲げ、まちづくりの方針として、北アルプスや水、歴史などの地域資源

（魅力）を活かし、本通りを軸に「ひと」中心の空間づくりを進め（ウォーカブルで歩きたくなるみ

ちに変え）、にぎわいの創出を図ることが示されている。 
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１.４ 事業期間及び整備予定時期

事業期間は、令和７～16 年度までの 10 年間とする。 

令和７年度：計画策定 → 令和８～16 年度：計画に基づく事業の実施 

１.５ 関連事業

本事業計画には、街なみ環境整備事業に加え、目的の達成のため密接な連携が必要となるその他の

個別事業等を位置づけ、一体的に取り組むこととする。 

主な個別事業名等 事業主体 本事業計画における考え方 

街なみ環境整備事業  
市 

その他事業と密接に連携した包括的な計

画を策定するとともに、目的達成のための街

なみ整備を進める。 

無電柱化事業（歩道再編） 

（整備事業地区内の一部を予定） 県 

中心市街地のまちづくりを考えるうえで

中心となる本通り（街路：中央通り線）の整

備を、街なみ環境整備事業による修景施設整

備や歩行空間の創出等と一体的に取り組む。 

１号・２号町川雨水幹線関係事業 市 

本通り（街路：中央通り線）の歩道下を通

る町川雨水幹線について、必要に応じた長寿

命化や更新等を道路再編事業等と併せて進

め、居住者や来訪者の安心・安全を確保し、

目的の達成に資する。 

ソフト事業

（歩きやすい、歩きたくなるまち

なかの形成、空き家・空き店舗・

空き地の有効活用等）

市、県、 

地域住民、 

民間団体等 

良好な街なみ環境の形成やにぎわいの場

の創出に向け、官民連携し、施設整備等と併

行して取り組む。 
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第２章 まちなかの魅力と課題 

２.１ まちなかの魅力

 大町の中心市街地（まちなか）の魅力を、その特徴を示す５つの観点（水、北アルプス、歴史、食、

芸術文化）から以下に整理した。 

（１）水 ～清らかな水が流れるまちなか

まちなかには水路が網目状に流れ、また水を感じられるスポットも多く点在し、至るところで水

の豊かさを体感することができる。 

＜主な資源＞ 

・男清水、女清水

・呑堰（東裏呑堰）

八日町 PP の女清水 

八日町 PP の東裏呑堰 

仁科町 PP の親水施設 

下仲町 PP の水路 

わちがい前の男清水 

塩入家具前の女清水 

大黒町 PP の水路 

信濃大町駅前の女清水 
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（２）北アルプス ～雄大な北アルプスを背景にしたまちなか～

本通りを基軸にした大町市のまちなかは、雄大な北アルプスの山並みを望む景観など、他にはな

い魅力を有している。 

＜主な資源･要素＞ 

・まちなかから見える北アルプスの眺望

・立山や黒部ダム、鹿島槍ヶ岳や爺ヶ岳などの登山のアクセス拠点

❸本通り（上仲町）

❹下仲町駐車場

❷本通り（九日町交差点）

❻三俣山荘図書室
（窓から北アルプスが望める）

❸
❹

❻

唐松岳 

鹿島槍ヶ岳 

爺ヶ岳 

蓮華岳 

七倉岳 

餓鬼岳 

九日町～大黒町の区間は

アーケードがなく北アル

プスが所々で見える 

爺ヶ岳
▼

⿅島
槍ヶ岳
▼

蓮華
岳▼

五龍岳

▼
鑓ヶ岳

▼
唐松岳
▼

蓮華岳
▼七倉岳

▼

北葛岳

▼
餓⻤岳
▼

まちなか（下仲町交差点）と北アルプスの方角

本通り
県道306号

❶弾誓寺付近 ❶

❺

❺八日町 PP 駐車場 

❽仁科町駐車場

❷

❽

❼

❼本通り（下仲町交差点） 



2-3

（３）歴史 ～歴史を感じる建物が数多く残るまちなか～

塩の道（千国街道）の宿場としても栄えたまちなかには、歴史を感じる建物が数多く残っている。

また、大町名店街など昭和レトロな雰囲気も残っており、様々な時代の趣を感じることができる。

＜主な資源･要素＞ 

・塩の道、歴史を感じる建物（千国街道の宿場町、蔵づくりの街なみ、昭和レトロの商店街）

・短冊形の「町割り」を感じる街なみ

・蔵や歴史ある建物を活用した店舗 

千国街道沿いの土蔵や歴史的
まちなみを構成する建造物が
集積しているエリア 

大町名店街 

塩の道ちょうじや 

白塩小路沿いの蔵 

八日町通り 

松葉屋ゲストハウス 

わちがい 

庵寓舎 
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＜参考＞まちなかの街なみの変遷 

和暦 まちなかの街なみの変遷 まちなかに関連する状況 

明治 

以前 

・仁科氏による町づくり

・町川と呑堰の整備

・松本藩の支配下（江戸時代）

・千国街道（塩の道）の中間地点に位置し、

交通の要衝として栄える

明治 

～ 

大正 

・土蔵造の町家（火災対策）

・平林家（塩の道ちょうじや）

・信濃大町駅開業（T５）

松本～大町間

昭和 

・商業の活性（S30～50 年代）

・アーケードの設置

・大糸線全線開通（S32）、黒部ダム（S39）

・人口のピーク（37,311 人）（S50）

・大町やまびこまつり（S54～）

平成 

・空き家、空き店舗の増加

・九日町、上仲町周辺の大火災（H17）

・モータリゼーション、郊外の大型店

・人口減少、少子高齢化

令和 

・新しい飲食店等の増加

・既存建物の活用、リノベーション

・北アルプス国際芸術祭（H29～）

昭和時代のまちなかの様子 

昭和 59 年 
駅前の商店街の様子 

昭和 33 年頃 
大町駅前本通り商店街 

昭和 32 年 
本通り（下仲町） 

昭和 31 年頃 
大町駅前本通り商店街 

昭和 20 年代後半 
駅舎より眺めた商店街 

昭和 54 年 
登山客で混み合う駅構内 
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（４）食 ～「おいしい」が集まるまちなか～

まちなかには約 60 店舗の飲食店があり、和・洋・中の食事処をはじめ、カフェやスイーツ店な

どが点在し、幅広く食を楽しむことができる。 

＜主な資源･要素＞ 

・水を活かした料理、地酒、クラフトビール、コーヒー、そば

・洋和菓子店、酒蔵、個性的な飲食店、カフェ

ai coffee 

俵屋 

カウベル立田屋

くんくん亭 

本と茶 TOBIRA 

立田屋 マル喜菓子店 

藤長 
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（５）芸術文化 ～北アルプス国際芸術祭の作品～

まちなかには北アルプス国際芸術祭の作品のいくつかが引き続き残されている。また、「麻倉

Arts&Crafts」は誰もが気軽に立ち寄れ、 美術やクラフトに触れることができる大町の芸術文化の拠

点の一つとなっている。 

＜主な資源･要素（芸術祭の作品）＞ 

・私は大町で一冊の本に出逢った（大町駅前公園）

・すべては美しく繋がり還る（大町名店街）

・時に宿る（ちょうじや）

駅前公園付近 
『私は大町で一冊の 
本に出逢った』 

大町名店街 
『すべては美しく 
繋がり還る』 

ちょうじや 
『時に宿る』 

麻倉 

麻倉 

ちょうじや 

駅前公園 

大町名店街 
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07

（人・戸）

世帯数 人口

２.２ まちなかの課題

まちなかにおいて顕在化している主な課題を以下に整理した。 

（１）人口減少・高齢化の進行

中心市街地の人口は約 4,000 人、大町市全体（約 25,150 人）の約 16％を占める。過去 10 年間

で中心市街地の人口は約 640 人減（約 14％減）、世帯数は約 40 世帯減となっている。世帯数の減

少率に対して人口の減少率は大きく、１世帯あたりの人数は 2.24 人から 1.97 人に減少している。 

○ 事業者の高齢化

上仲町、下仲町事業者アンケートの結果では、上仲町と下仲町の事業者の年齢は半数以上が 65

歳以上となっており、事業者の高齢化がうかがえ、店舗の継続・継承が危ぶまれる状況にある。 

○ 住民の高齢化

中心市街地の中央部の後期高齢者（75 歳以上）の比率は 25％以上と高く、その他も大部分が 20％

以上となっている（2010 年の国勢調査に基づく 2022 年の推計値）。 

出典：大町市人口統計 毎年 4月 1日現在の数値

図 中心市街地の人口と世帯数の推移 
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（２）歩行者交通量の減少

過去 15 年間の本通りの歩行者通行量（各年８月）をみると、平成 21 年（2009 年）をピークに年々

減少し、令和６年（2024 年）は、ピーク時の３分の１程度まで減少している。 

・15 年前と比べ、平日が約 37％、休日が約 54％まで減少

・場所別では仁科町が約 29％、九日町が約 46％、大黒町が約 67％まで減少（平日）

＜参考＞駅利用者数 

上記に関連して、令和６年の JR 信濃大町駅の利用者は年間約 43 万人で、過去 20 年間で１割

程度の減少となっている。 
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出典：中心市街地の歩行者・自転車通行量調査

図 本通りの歩行者通行量の推移 

出典：東日本旅客鉄道株式会社 企業情報ウェブページ：各駅の乗車人員

図 信濃大町駅の利用者数の推移 
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（３）歩行環境の改善の必要性

道路施設の経年劣化に伴い、まちなかの歩行環境にもさまざまな課題が顕在化してきている。 

○ 舗装の劣化

本通りの歩道や八日町通り（平成 12 年に美装化）などで舗装の劣化がみられる。また、歩道下

の雨水渠の老朽化が進行するなど、安全性や機能面から改善が必要である。 

○ アーケードの老朽化

昭和 50 年代に整備された上仲町・下仲町のアーケ

ードは老朽化が進み、錆や雨漏りも生じ、頻繁に補修

が必要な状況となっている。倒壊の危険性もあり、今

後のアーケードのあり方は喫緊の課題となっている。 

○ 歩行者動線の連続性の不足

歩道のある本通りと、美装化された八日町通りや裏路地などにより、下仲町ポケットパークまで

の区間はまちなかに回遊性があると言えるが、それより北側のエリアは歩行に適した裏路地などが

少なく回遊性が高いとは言えない。 

また、中心市街地内を通る千国街道のうち、下仲町交差点～五日町ポケットパークの区間は歩道

が整備されていない。 

○ 路上駐車の常態化

本通りは、交通量がさほど多くないこともあり、沿道店舗への立ち寄りや荷卸しの車などで、路

上駐車が常態化している。中心市街地内には市営駐車場が６か所整備され、そのうち本通りに近接

する駐車場は１か所（仁科町駐車場）あるが、駐車場の場所が分からない、出入口が分かりにくい、

狭くて駐車しづらいことなども、路上駐車が増える要因の一つと考えられる。 



2-10

（４）空き家・空き店舗・空き地の増加

本通り沿いのシャッター街化など、まちなかには空き家や空き店舗、空き地が増加し、景観上の

問題のみならず、まちなかのにぎわいの低下を感じさせる大きな要因の一つとなっている。 

○ 空き家や空き店舗の増加

空き家は昔から建物が建つ本通り（千国街道）沿い

を中心に点在し、増加しつつある。特に本通り沿いに

はシャッターの下りた空き店舗も目立つ状況にあり、

借り手のニーズはあるものの、所有者の意向や借り手

と所有者のマッチングに課題があり、利活用が円滑に

は進まない状況にある。 

○ 空き地の増加

本通り沿いでは空き家や空き店舗が解体され、その

跡地が未利用のまま、空き地になっており、歯抜けの

状態で放置される傾向にある。 

○ 下水道への未接続

中心市街地は、上下水道、都市ガスなどのインフラ整備は進んでいるが、千国街道沿いなど短冊

状の敷地に細長い建物が並ぶ場所では、敷地に余白がないため下水道を本管へ接続することが難し

く、トイレなど汚水の水洗化ができていない建物がみられる。こういった状況は、空き家や空き店

舗の活用の障害にもなっている。 

○ 建物の老朽化

中心市街地にある建物（約 2,720 棟）のうち、昭和 56 年以前（旧耐震基準）の建物は 1,730 棟

（全体の 64％）であり、老朽化した建物が密集している状況が懸念される。一方、平成 22 年以降

の比較的新しい建物は約 130 棟（5％）程度となっている。 
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２.３ まちなかの回遊性を示す要素

（１）駐車場の整備状況

市営駐車場はまちなかに６か所整備されている。うち来街者の起終点となっている５か所　　

（バス専用駐車場の五日町駐車場を除く。）の駐車場の整備状況を下表に整理した。 

番号 名称 駐車台数 利用料金 舗装状況 備考 

① 駅前駐車場 100 台 有料 AS 舗装 60 分以内無料 

② 仁科町駐車場 70 台 無料 未舗装 借地、本通りに近接 

③ 八日町ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ駐車場 17 台 無料 AS 舗装 

④ 下仲町駐車場 45 台 無料 未舗装 

⑤ 東町駐車場 118 台 無料 AS 舗装 

①駅前駐車場

④下仲町駐車場

②仁科町駐車場

③八日町ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ駐車場

⑤東町駐車場

❺

❹

❸

❷

❶
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（２）歩道の整備状況

一定の幅員を有する歩道は、本通り、駅前～大町駅入口交差点、下仲町交差点～南原町交差点、

及び中心市街地外周にあり、そのほかは車止め等で区切られた幅の狭い歩道が主に東西をつなぐ道

路沿いにみられる。これらのうち、五日町や八日町の美装化された道路や大町名店街は、回遊に適

した動線として捉えることができる。 

夜間の通行の安全性の確保に資する街路灯は、本通り、千国街道沿い（八日町や五日町）、日の

出町や五日町の裏路地など人通りが多い道路にはほぼ整備されているものの、駅前～大町駅入口交

差点の区間などは街路灯が未整備となっている。 

街路灯（八日町） 

アーケード照明（下仲町）

幅の狭い歩道 

美装化された道路 

幅員のある歩道 
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（３）休憩スポットの整備状況

まちなかには都市公園が１か所、ポケットパークが９か所整備されている。公衆トイレは、駅前、

八日町ポケットパーク、九日町（大町商工会議所横）の計３か所あり、一部の店舗では、店舗内の

トイレの一般利用が可能となっている（サインで明示）。

駅前公園 

庵寓舎 

公衆トイレ（八日町 PP） 

公衆トイレ（駅前） 

トイレサイン（わちがい） 

仁科町 PP 

八日町 PP2 

八日町 PP1 

五日町 PP 

下仲町 PP 九日町 PP1 大黒町 PP 
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（４）案内サインの整備状況 

案内サインは駅前、ちょうじや横、下仲町交差点付近、八日町ポケットパーク、下仲町ポケッ

トパーク等に設置されている。 

 

 

 

 

案内サイン（大町駅前公園） 

案内サイン（ちょうじや横） 案内サイン（八日町 PP） 案内サイン（下仲町 PP） 

案内サイン（下仲町交差点） 

誘導サイン（下仲町交差点） 

案内サイン（信濃大町駅前） 
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第３章 街なみ環境整備計画                      
３.１ 整備計画の基本方針                             

 『大町まちなか未来ビジョン』の目標や方針に基づき、大町市景観計画の景観づくりの方針なども

ふまえて、計画の全体テーマ及び基本方針を以下のとおり設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

全体テーマ 

方針１  北アルプスが暮らしと仕事を彩る街なみ形成 

方針２  随所に水を感じられる街なみ形成 

方針３  歴史の個性と重層性を活かした街なみ形成 

方針４  安全･快適で日常的に歩きたくなる街なみ形成 

北アルプスの山なみや水資源を活かし、 

重層的な歴史を大切にしながら、 

市民・事業者・行政が協働して、暮らしの魅力を高め、 

地域内外の人々が日常的に行き交う、にぎわいある街なみ整備を進めます。 

歴史と日常の営みが息づく街へ 

大町まちなか未来ビジョン 

＜まちなかの目標＞ 

 にぎわいの日常化 

＜まちづくりの方針＞ 

 「水」「北アルプス」「食」「歴史」など、大町のまちなかの魅力を活かし、「ひと」中心の

ウォーカブルで歩きたくなるみちづくりを通じて、まちなかのにぎわいの創出を図る 

大町市景観計画（案） 

＜まちなかエリアの景観づくりの方針＞ 

 千国街道沿いに育まれた歴史･文化的な資源を活かしながら、水を感じ、山を魅せる景

観づくりを推進し、「大町の顔」として誇れる景観の創出を図る 
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３.２ 街なみ環境整備事業地区の設定                        

街なみ環境整備促進区域内で実際に整備を行う範囲を設定する街なみ環境整備事業地区は、修景の

方針や地区施設等の事業箇所、自治会や商店街の範囲等をふまえて下図に示す範囲とする。  

 

 

 

 

 

図 3-1 街なみ環境整備事業地区の範囲 
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３.３ 回遊動線の設定                              

整備方針に基づくまちづくりの実現に向けて、「ウォーカブル」をキーワードとするなかで、まち

なかの回遊性の課題を改めて整理したうえで、まちなかの魅力となっている資源や回遊性を示す要素

の分布をふまえ、回遊動線を設定し、その展開イメージをまとめた。 

 

（１）回遊性の課題 

① 連続性の不足 

 前計画において美装化を行った道路について、一部では整備区間の先に歩道や美装化された道路

が続いておらず、動線の連続性に課題がみられる。 

また、八日町通りでは千国街道の宿場町の雰囲気をもつ街なみの形成を目指し道路の美装化が行

われているが、八日町交差点から先の千国街道（五日町通り）は未整備となっている。そのため、

交差点を境に千国街道としての街なみの連続性が途切れている状況である。 

 

② 本通りと裏通りを東西につなぐ歩行者動線の不足 

 本通りから東西方向に延びる道路は複数存在するが、歩道が整備された道路は限られており、安

全な歩行者動線が十分に確保されていない。このため、本通りと裏通りのつながりが弱く、まちな

かを回遊する際の奥行きや広がりが感じられにくい状況となっている。 

 

③ 起終点（駐車場）と歩行者動線とのつながりの不足 

 まちなかには来訪者の起終点となる駐車場が点在しているが、これらの駐車場から本通りや美装

化された道路など、歩行に適した動線への接続が十分とはいえない箇所がみられる。 

特に、一部の動線では歩行者の安全性が確保されておらず、回遊性向上の妨げとなっている。 

 

（２）回遊動線の設定 

回遊動線は、回遊の展開イメージをふまえ、主に以下の観点から設定した。 

・本通りを中心軸とし、裏通りを連携させる回遊動線とする。 

・起終点となる駐車場や休憩所となるポケットパーク、公衆トイレ等の配置状況を考慮し、歩行

環境の利便性を高める。 

・歴史、水、北アルプス、食といった点在する魅力や資源を効果的につなぐ。 

・北アルプスや歴史的建物を眺めながら歩くことができ、景観や街なみの魅力を感じられる動線

とする。 

・地域住民や観光利用者の夜間の安全な移動や夜間景観に配慮し、街路灯が整備された道路や夜

間の回遊が想定される道路を回遊動線として位置づける。 

・地域住民の日常的な生活動線であると同時に、観光利用者の回遊ルートとしての活用を想定す

る。
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図 3-2 回遊動線 
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（３）回遊の展開イメージ 

本通り裏手などに位置する市営駐車場や信濃大町駅を起終点と位置づけ、これら起終点の魅力向上

を図るとともに、本通りを軸として裏通りや点在する魅力ある資源を結ぶ回遊の環を形成し、全体と

して奥行のある回遊空間の創出を目指す。 

 

図 3-3 回遊展開のイメージ 
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３.４ 修景の方針                                 

全体方針や街なみの方向性をふまえ、市街地の歴史的背景や現状の街なみをもとに、今後修景整備

を行う４つのエリアを設定し、エリアごとに「修景の方向性」と「住宅等、その他必要なものの整備

計画」を設定した。 

以下に修景整備の意義を示したうえで、各エリアの修景の方向性及び住宅等、その他必要なものの

整備計画を次ページ以降に整理した。 

 

＜修景整備の意義＞ 

～地域への愛着や誇り（シビックプライド）の醸成～ 

本計画の修景整備を進めるにあたり、一定の地区や範囲ごとに街づくり協定を締結す

る必要がある。 

協定締結の際には、修景のルールなどを定める必要があり、その過程でそれぞれの地

区の歴史や文化に対する愛着や誇り、守りたい街の個性などを改めて認識するとともに、

移住者や新たな出店者等とも意識を共有することで、にぎわいと質の高い日常生活環境

の両立に向けて取り組んでいく。 
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（１）千国街道沿いと八日町の裏路地界隈 

昔の面影をとどめる、千国街道沿いの 

風情ある街なみ 

（２）大町名店街 

昭和の空気が今も息づく、 

レトロ感あふれる街なみ 

（４）五日町、日の出町の裏路地界隈 

歴史と現代が交錯する、活気 

あふれる街なみ 

（３）信濃大町駅前界隈 

現代の暮らしに寄り添う、 

にぎわいある街なみ 

図 3-4 各エリアの範囲と修景の方向性 
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（１）千国街道沿いと八日町の裏路地界隈

① 修景の方向性

～ 昔の面影をとどめる、千国街道沿いの風情ある街なみ ～ 

・明治・大正時代から続く建物や土蔵の保全、活用（修景補助の活用）

・短冊形の町割りを感じさせる街なみの継承

・明治から令和まで多様な年代の建物が重なり合う歴史を活かした街なみの継承

・北アルプスの眺望を背景とした景観の保全・活用

＜地区ごとの方向性＞ 

○九日町、大黒町

・歴史を感じる建物が連続するエリアにおける歴史的価値の尊重

・保全とリノベーション等による活用の推進

○下仲町、上仲町

・既存アーケードの老朽化対策として撤去する場合は、撤去後の建物ファサードの修景を実施

・建物壁面の意匠は各店舗の個性を尊重しつつ、明度・彩度の範囲を制限するなど、色彩の統一

を図る

・建物入口の風雨・降雪対策として庇等を設ける場合は、形状や色相において店舗のイメージを

尊重

・屋上広告物は原則禁止

○八日町

・大町宿の雰囲気を継承し、宿場風の様式を尊重した街なみ景観の形成（市街地観光の重要な拠

点となるちょうじや周辺）

・軒高の統一による調和

・開口部への立格子設置による宿場風意匠の演出

② 住宅等、その他必要なものの整備計画

○無電柱化事業（歩道再編）と街路灯の整備（本通りと重複する範囲）

○下仲町交差点以南（八日町・五日町）の道路美装化による統一感の演出

○街路灯・サイン・植栽等のデザイン統一

○建物等の修景方針 

・千国街道の歴史的な雰囲気と街なみの尊重

・歴史的建物や土蔵の保全と、リノベーション等による積極的な活用

・ちょうじや周辺（八日町）における大町宿のイメージの継承

・奇抜でない低彩度色による調和

・店内の賑わいが見える開口部のしつらえ・看板類の統一化（和風意匠・色彩基準による統一感

の演出）

・空き店舗のシャッター改修（シャッター通りに見えない工夫）

・地域の歴史を伝える展示スペース（街角ギャラリー）の整備
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本通り区間 

八日町、五日町区間 

八日町の裏路地界隈
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（２）大町名店街 

① 修景の方向性 

～ 昭和の空気が今も息づく、レトロ感あふれる街なみ ～ 

 ・昭和レトロの趣を活かした街なみの形成 

 ・県内有数の全天候型アーケードを活かした環境の保全・活用 

 

② 住宅等、その他必要なものの整備計画 

〇全天候型アーケードの特性を活かした統一感と連続性のある街なみの維持 

○名店街南側の下仲町駐車場や公園との連携整備の検討（既存出口の拡幅・改修、建物南面の修

景など） 

○建物の修景方針 

・１階部分の店舗の個性を活かしたデザイン 

・店内の賑わいが見える開口部のしつらえ 

・住居化した旧店舗のファサード改修・看板類の統一化（意匠・色彩基準による統一感の演出） 

・地域の歴史を伝える展示スペース（街角ギャラリー等）の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→アーケードにより街なみに一体感が感じられる。 
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（３）信濃大町駅前界隈  

① 修景の方向性 

～ 現代の暮らしに寄り添う、駅前のにぎわいある街なみ ～ 

 ・駅周辺の特性を活かした街なみの形成 

 ・新しい建物や意匠を取り入れながらのアーケードによる統一感の維持 

 

② 住宅等、その他必要なものの整備計画 

○大町駅入口交差点の無電柱化事業（道路再編）による統一感の確保 

○建物の修景方針 

・修景補助の積極的な活用（寂れた印象を与えない配慮） 

・品格ある駅前商店街を目指した意匠整備 

・店内の賑わいが見える開口部のしつらえ 

・地域の歴史を伝える展示スペース（街角ギャラリー等）の整備 

→多様な意匠や様式、規模の建物が立ち並んでいるが、アーケードにより街なみに統一感を感じ

られる。 
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（４）五日町、日の出町の裏路地界隈

① 修景の方向性

～ 歴史と現代が交錯する、活気あふれる街なみ ～ 

・美装化された道路による統一感のある街なみの形成

・多様な年代と意匠の建物（主に飲食店）が集積する賑やかな街なみの形成

・前計画で整備された街なみの維持と方向性の継承

② 住宅等、その他必要なものの整備計画

○前計画で実施した美装化（石畳）の踏襲による街なみの統一感の維持

○建物建替え時における道路側のゆとり空間の創出（セットバックによる緑化、前庭、アプロー

チ空間など）

○建物等の修景方針（基本的に前計画を踏襲）

・広義の和風を基調とした意匠の統一化

・道路側に設ける塀など外構の高さを抑制

・奇抜でない低彩度色による調和

・店内の賑わいが見える開口部のしつらえ

・地域の歴史を伝える展示スペース（街角ギャラリー等）の整備

→美装化された道路により、エリア全体に統一感を感じる。また、沿道には修景整備された店舗

が点在し、街なみに統一感とにぎわいを与えている。
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３.５ 地区施設等の整備計画

全体方針や街なみの方向性をふまえて、地区施設等の事業計画を下図のとおりまとめ、地区ごとの

詳細な事業計画を次ページ以降に整理した。 

① 大黒町（旧大町北

高校跡地周辺）

旧大町北高校跡地

周辺を、新たなまちな

かの拠点として創出 

③ 本通り・千国街道

（仁科町～大黒町）

県が進める無電柱化事業

（一部区間）と連携し、道路

構成の再編や街路灯、サイ

ン等を整備

④ 上仲町・下仲町

老朽化したアーケードを撤去し、沿道

建物の修景や歩道を改修することで、

安全で快適な歩行空間を整備 

⑧ 仁科町・高見町（仁科町駐車場周辺）

仁科町駐車場の利便性を高め、北アルプス

の見える駐車場を中心に新たなにぎわいの

場を創出 

② 九日町

千国街道沿いの歴史的な街なみを構

成する建造物や既存のポケットパーク

を活用し、新たな地域拠点を創出 

⑩ 仁科町（信濃大町駅～大町駅入口

交差点）

駅前と大町駅入口交差点周辺の商業施

設等を結ぶ歩道の歩きやすさの向上、バ

イパスからの入口整備による中心市街地

方面への誘導促進

⑨ 仁科町･高見町（信濃大町駅前）

駅周辺の魅力を高め、観光や地域交流の

拠点（居場所）を創出し、大町市の玄関口に

ふさわしい街なみを形成 

⑤ 八日町・上仲町・下仲町

（八日町 PP・下仲町 PP、下仲

町駐車場周辺）

PP（ポケットパーク）周辺の土蔵

が集積するエリアの魅力を活かし

た新たな拠点の創出、下仲町駐車

場の敷地を活用した公園や回遊路

の整備により面的なにぎわいの場

を創出 

⑥ 千国街道

（八日町、五日町）

かつて塩の道であったこと

を感じさせる街なみの形成 

⑦ 日の出町・五日町

前計画の事業で形成され

た街なみを継承した回遊

路等の整備 

図 3-5 各地区の整備の方向性 
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（１）大黒町（旧大町北高校跡地周辺※）

① 整備方針

旧大町北高校跡地の一部は、令和 10 年（2028 年）に長野県で開催される第 82 回国民スポー

ツ大会のスポーツクライミング会場として使用することが計画されている。国民スポーツ大会開

催後は、新たなまちなかの拠点としての活用と併せ、周辺の街なみ整備を検討する。 

② 整備内容

 

 

 

 

 

 

 

③ 計画の進め方等

・旧大町北高校跡地は、現在県有地であるが、市において今後の活用を検討している。本事業に

おいては、旧大町北高校跡地の活用方法の検討と併行し、主に周辺施設の整備等によるまちな

かの拠点の創出に向けた検討を進める。

・九日町より北側に公衆トイレが整備されていないため、駐車場やポケットパークの整備と併せ

て公衆トイレの設置の必要性なども検討する。 

④ 整備イメージ

事業名 備考 事業区分 事業主体 備考
本通りからのアクセス道路の改良 市が整備 公 市
旧⼤町北⾼校跡地〜弾誓寺をつなぐ道路の美
装化

⼀部で北アルプスが⾒える、弾誓寺を含む回遊路
の創出

公 市 街環

⼤⿊町PPの改修 ⽼朽化した施設の改修等 公 市 街環
起終点となる駐⾞場の整備
（旧⼤町北⾼校跡地）

⼤⿊町周辺の回遊の起終点となる駐⾞場 公 市

既存校舎やグラウンドの活⽤
（旧⼤町北⾼校跡地）

ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ、⼭岳・ｽﾎﾟｰﾂ施設等 協 県・市・⺠

⼤⿊町PP周辺建物の修景 ⺠ ⺠間 街環
本通りの沿いの修景整備 ⺠ ⺠間 街環

旧北高跡地と弾誓寺の間を結ぶ道路美装化のイメージ 
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駐車場の整備 
※位置は想定

大黒町 PP の改修 

帰命山 

弾誓寺 

既存校舎やグラウンドの活用 
※県と調整 

旧北高跡地～弾誓寺
をつなぐ道路の美装化 PP 周辺の建物

の修景補助 

千国街道の沿道建物
の修景補助 
（大黒町交差点まで） 

北アルプスの眺望 

本通りからのアクセス
路（歩道）の整備 
※関連事業

大黒町 PP 

道路の美装化 

駐車場整備 

公園・PP の整備 

沿道建物の修景 

事業凡例 
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（２）九日町（千国街道沿い～弾誓寺周辺）

① 整備方針

九日町の千国街道沿いには歴史的な街なみを構成する建物が残っており、それらの保存を兼ね

た共同施設の整備・活用や既存の九日町ポケットパーク（２か所）の改修による新たな地域拠点

の創出を進める。 

② 整備内容

 

 

 

 

③ 計画の進め方等

・既存ポケットパークの整備内容は、今後の活用方法と併せて地域住民と調整・検討を行う。

・裏路地をつなぐ歩道や歴史的な街なみを構成する建物などは民有地であり、その活用方法等に

ついては地権者も含めた地域住民と調整・検討を行う。 

④ 整備イメージ

九日町ポケットパーク１の改修イメージ 

事業名 備考 事業区分 事業主体 備考
九⽇町PP〜裏路地をつなぐ歩道の整備 本通り・PPと裏路地をつなぐ⼩径の整備 公 市 街環
九⽇町PPの改修（休憩施設等の設置） 休憩施設等の設置 公 市 街環
起終点となる駐⾞場の整備
（九⽇町PPや弾誓寺周辺）

九⽇町周辺や弾誓寺周辺に回遊の起終点となる駐
⾞場を整備

公 市 街環
他

趣きのある建物を活⽤した共同施設の整備 千国街道沿いの歴史を感じる建物を共同施設（集
会施設等）として改修、修景整備

協 市・⺠間 街環

本通りの沿いの修景整備 ⺠ ⺠間 街環
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千国街道の沿
道建物の修景
補助 

本通りと裏路地をつな
ぐ歩道の整備 
※位置は想定

駐車場の整備 

九日町 PP
１の改修 

九日町 PP
２の改修 

歴史を感じる建物を
活 用 し た 共 同 施 設
（集会施設等）の整備 
※位置は想定

北安醸造 

本通り沿道にある歴史的な街な

みを構成する建物 

駐車場 

駐車場候補地 九日町 PP２ 

道路の美装化 

駐車場整備 

公園・PP の整備 

沿道建物の修景 

事業凡例 
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（３）本通り・千国街道（仁科町～大黒町）   

① 整備方針 

本通りは県道であることから、県が進める無電柱化事業や市で進める雨水渠の老朽化対策と調

整･連携しながら、道路構成の再編、舗装の改修、植栽帯や街路灯の整備などを進める。 

 

② 整備内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 計画の進め方等 

・県による無電柱化事業は、事業内容および整備スケジュールが現段階では未確定であり、上仲町・

下仲町のアーケード撤去や雨水渠の老朽化対策事業との整合を図る必要がある。そのため、関係

する事業実施者と連携・調整を行い、役割分担を明確にしつつ、早期の事業化を目指す。 

・統一した街路灯の整備、植栽帯、などは整備の役割分担も含めて官民連携し検討する。 

・自転車通行帯、道路のフラット化などは歩行者天国等の道路の活用方法もふまえて検討する。 

・道路の舗装および平面構成の検討に際しては、冬期における除雪雪の堆積スペースの確保や、除

雪作業の円滑性を考慮する。 

 

④ 整備イメージ 

 

 

無電柱化に伴う歩道整備のイメージ 

事業名 備考 事業区分 事業主体 備考
無電柱化事業 無電柱化、道路構成の再編等 公 県
⾬⽔渠の⽼朽化対策 ⾬⽔渠の付け替え等 公 市
サイン、街路灯、植栽帯等の設置 本通りや千国街道で統⼀したサインや街路灯 公 県（市）

・⺠
街環
他

⾃転⾞通⾏環境の改善 ⾃転⾞通⾏帯の整備等 公 県（市）
空地、空き店舗の敷地を活⽤したポケット
パーク等の整備

オープンスペースの整備と併せて隣接地のインフ
ラ整備を実施

公 市 街環

⽔を感じる施設の整備 男清⽔・⼥清⽔、⽔路等の整備 公 市 街環
沿道建物の修景 ⺠ ⺠間 街環
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無電柱化事業（一部区間） 

本通り全体 
・雨水渠の長寿命化（市）
・サイン、街路灯、植栽帯等の設置
・自転車通行環境の改善

本通り沿いの適地 
・空地、空き店舗の敷地を活用した
ポケットパーク等の整備

・水を感じる施設の整備

沿道建物の修景 

道路の美装化 

駐車場整備 

公園・PP の整備 

沿道建物の修景 

事業凡例 
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＜参考＞大町まちなか未来ビジョンの目標の実現に向けて作成した本通りの整備イメージ 

 

① 九日町・大黒町エリアの整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■キッチンカー等の利用を想定した整備 

沿道の広場と歩道･車道をフラットか

つシームレスにつなぎ、一体的に利用で

きる空間を創出。歩道と道路の間のパー

クレットな空間にはキッチンカーを配

置できるスペースも確保し、多彩なイベ

ント等で人々が集い･にぎわう。 

■沿道店舗による歩道空間の活用 

沿道の店舗が、店先の敷地と一体的に

歩道空間の一部を活用して、椅子やテー

ブルを置き、飲食などを楽しめるスペー

スとして使用できるようにすることで、

人々の滞留が促され、まちのにぎわいの

創出につながる。 

■眺め場となる芝生広場の整備 

比較的広く、奥行きのある沿道の低未

利用地を芝生広場として整備すること

で、大町の象徴でもある北アルプスを日

常的に眺められる場をまちなかにつく

り、子育て世代をはじめ、多様な人々が

集い、遊び、憩える場となる。 

～雄大な北アルプスを望むくつろぎの場～ 

＜特性＞ 

・アーケードがないため、道路から一定の距離をとっ

て立地している店舗･建物が多く、道路からの眺望

は開け、北アルプスを望むことができる。 

・店舗の移転等に伴い、沿道に新たな低未利用空間が

生まれる可能性がある。 

 

低未利用な空き地等を活用した休憩場所等の整備のイメージ 
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② 上仲町・下仲町エリアの整備イメージ

③ 仁科町エリアの整備イメージ

■多彩なモビリティの安全な通行確保

まちなかを移動する手段として、

E-Bike やキックボード、電動車椅子な

ど新たなモビリティも安全かつ快適に

通行できる道路構造･幅員構成にするこ

とにより、多彩なモビリティが行き交う

空間が生まれる。

■空き家･空き店舗のリノベの工夫

空き家や空き店舗をカフェやジムな

ど新たな店舗等にリノベーションする

際には、１階部分の様子が外からうかが

える設えにすることで、関心をもった人

が気軽に立ち寄りやすくなり、通りにも

にぎわいが生まれ、新たな交流の場の創

出につながる。 

■駐車場のグリーンインフラ化

駅前駐車場をグリーンインフラ駐車

場として再整備し、新たなモビリティの

ポート等を併設することで、まち歩きの

起終点としての魅力や機能を高め、駅や

駅前広場公園と一体的に、まちの玄関口

として情報交流の拠点となる。 

■歴史を感じられるファサード形成

アーケードの撤去により、さまざまな

時代の建物の外観を露わにして、歴史を

感じられるファサードをつくることで、

通りの個性を引き出し、ウォーカブルで

魅力ある街路空間が生まれる。 

■低未利用地や路地裏の活用

歯抜け状態の沿道の低未利用地は、地

域内外の人々が滞留･交流できる空間と

して活用を図り、路地裏の土蔵や裏通り

に通じる空間は動線として活かして、ま

ちなか回遊の横展開につなげる。 

■官民連携による GI スポットの整備

上仲町･下仲町の湧水スポット（男清

水･女清水）を活かし、地域の緑育団体

をも連携してその周辺部に緑を設え、グ

リーンインフラ（GI）スポットとして、

居心地のよい滞留空間を生み出す。

～歴史的な風情を感じ・味わい・楽しめる場～

＜特性＞ 

・アーケードは昭和 50 年代に建設されたもので、著

しくその老朽化が進んでいる。

・沿道の建物からは、江戸のみならず大正･昭和、さ

まざまな時代の雰囲気が感じられる。

・空き家や空き店舗をリノベーションした新たな店舗

等の進出もみられる。 

～まちの玄関口として多彩な交流の生まれる場～

＜特性＞ 

・最も駅に近いエリアで、アーケードは比較的新しく、

今後も維持されていく予定。 

・沿道･周辺には、地元住民らが馴染みの飲食店が比

較的多く立地している。

・東側には本通りと並行して美舗装化された小路が整

備されている。 
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（４）上仲町・下仲町   

① 整備方針 

老朽化したアーケードの撤去に伴い、これまでアーケードが担ってきた日除け、雨除け、雨水

排水、夜間の照明などの機能回復を図り、安全・快適な歩行空間の整備を進める。また、アーケ

ード接続部の壁面の補修を兼ねてファサードの改修（建物の修景）を進める。 

 

② 整備内容 

 

 

 

 

 

 

 

③ 計画の進め方等 

・アーケードの撤去により、店舗出入口部に雨水が流入することが懸念されるため、撤去後に歩道

部分の雨水排水処理や水勾配の改善を行う。 

・店舗出入口部については、日除けや雨除けとなる庇やオーニングなどの設置が必要になると考え

られる。それらが歩道部分に張り出す場合には道路占有許可や建築基準法との兼ね合いが必要と

なるため、「歩行者利便増進道路」（通称：ほこみち）制度の活用なども検討しながら進める。 

・既存の街路灯はアーケードに付属しており、アーケードの撤去に伴い新たな街路灯の設置が求め

られる。 

・良好な街なみ景環を形成するため、空き店舗のファサードの改修についても積極的に推進してい

く必要がある。 

 

④ 整備イメージ 

アーケードの撤去に伴う建物壁面の改修や庇の設置 

及び植栽帯や街路灯等の設置イメージ 

事業名 備考 事業区分 事業主体 備考
上仲町・下仲町のアーケードの撤去 ⺠ 商店街
サイン、街路灯の設置 アーケード撤去後のサインや街路灯を整備（既存

のサインや照明はアーケードについているため）
協 市・⺠間 街環

他

アーケードの撤去後の⾬⽔排⽔対策 撤去後の⾬⽔排⽔処理、⽔勾配の改善 公 県・市
アーケード撤去後の沿道建物の修景 壁⾯の補修、庇の設置等 ⺠ ⺠間 街環
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上仲町・下仲町のアーケードの撤去 

アーケード撤去後の 
歩道の部分的改修 

アーケード撤去後の
沿道建物の修景 道路の美装化 

 

駐車場整備 

 
公園・PP の整備 

 

沿道建物の修景 

事業凡例 

アーケードの現状（外観） アーケードの現状（アーケード下） 
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（５）八日町・上仲町・下仲町（八日町 PP・下仲町 PP、下仲町駐車場周辺）   

① 整備方針 

八日町や下仲町のポケットパーク周辺の土蔵が集積したエリアの資源や魅力を活かした新たな

拠点の創出、及び下仲町駐車場の敷地を活用した公園や回遊路の整備により、回遊動線のつなが

りを確保するとともに、広がりのある面的なにぎわいの場を創出する。 

 

② 整備内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 計画の進め方等 

・八日町ポケットパークや新たに整備する公園については、朝市やマルシェなどの定期的なイベン

トの開催を念頭に、空間や設備の計画を検討する。 

・公園と周辺の店舗等との一体的な利用（カフェで買い物をして公園でくつろぐ等）により、魅力

的で広がりのあるにぎわいの場を形成することなども考慮し、検討を進める。 

・周辺にある土蔵は民有地であるため、ポケットパークの改修や新規公園の計画は周辺住民や地権

者等の意見や意向をふまえて検討する。 

 

④ 整備イメージ 

 

 

下仲町駐車場の一部の公園化（北アルプスの見える公園）のイメージ 

事業名 備考 事業区分 事業主体 備考
⼋⽇町PP〜名店街をつなぐ歩道の新設 新たな公園の整備と併せて検討、整備 公 市 街環
⽩塩通りの美装化 南側に⼟蔵が⽴ち並ぶ⽩塩通りの美装化 公 市 街環
新たな公園の整備（北アルプスの⾒える公
園、遊び場、植栽、駐輪場、⽔路 等）

北アルプスを眺めながら遊べる公園、遊戯施設、
休憩施設、植栽、駐輪場等の整備

公 市 街環

⼋⽇町PPの改修 ⽔路活⽤や施設の更新、朝市などができる空間の
整備

公 市 街環

下仲町PPと本通りとの連続性の確保 PPと本通りを繋ぐ通路の整備 公 市 街環
下仲町駐⾞場の舗装化と利便性の向上 アスファルト舗装化、安全性や利便性の⾼い駐⾞

レイアウト
公 市 街環

他
⼟蔵の保存を兼ねた修景（修景補助）と活⽤
（店舗化等）

保存を兼ねたリニューアルと店舗等への活⽤ ⺠ ⺠間 街環

⽩塩通り沿いの修景整備 ⺠ ⺠間 街環
⼤町名店街の修景整備 ⺠ ⺠間 街環
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八日町 PP～名店街をつ
なぐ歩道の新設 
※位置は想定

駐車場の舗装化と駐車区
画の見直し 
※位置は想定

八日町 PP の改修 
（水路整備、施設の更新などによ
る朝市などができる空間整備） 

新たな公園の整備 
（北アルプスの見える公
園、遊び場、植栽、駐輪
場、水路 等） 
※位置は想定

下仲町 PP と本
通りとの連続性
の確保 

土蔵の保存を兼
ねた修景（修景
補助）と活用（店
舗化等） 

北アルプスの眺望 

名店街の 
修景補助 

白塩通りの
修景補助 

白塩通りの
美装化 

八日町ポケットパークと駐車場の 

活用イメージ（朝市の開催など） 
白塩通りの美装化のイメージ 

道路の美装化 

駐車場整備 

公園・PP の整備 

沿道建物の修景 

事業凡例 
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（６）千国街道（八日町、五日町）  

① 整備方針 

中心市街地を通る千国街道（塩の道）のうち、本通りから東に外れる八日町及び五日町を通る

区間（八日町五日町線）は、沿道に２階建て以下の建物が連なり当時の街道の趣が残っている。

その街なみの特性を活かし、かつて街道の宿場町であったことを感じさせる街なみの形成を図る。 

 

② 整備内容 

 

 

 

 

 

 

 
 

③ 計画の進め方等 

・前計画では八日町の区間（八日町通り）について道路の美装化及び沿道建物の修景補助を行って

おり、本計画においても前計画の方向性を継承するとともに、五日町の区間（五日町通り）と一

体的な整備を行う。 

・道路の美装化にあたり、舗装の種類等については歩行者の歩きやすさのほか、祭事の舞台の通行、

冬季の除雪なども考慮し、地域住民の意見や意向もふまえて検討する。 

・八日町五日町線は千国街道の主要な回遊動線であるが、現状は路側帯のある車道のため、歩行者

の安全性の確保を念頭に舗装デザイン等を検討する。 

 

④ 整備イメージ 

五日町通りの美装化のイメージ 八日町通りの美装化のイメージ 

事業名 備考 事業区分 事業主体 備考
⼋⽇町通りの美装化 歴史を感じる舗装、除雪や歩きやすさに配慮した

舗装へ変更
公 市 街環

五⽇町通りの美装化 歴史を感じる舗装、除雪や騒⾳、歩きやすさに配
慮した舗装へ変更

公 市 街環

サイン、街路灯の設置 千国街道とわかるサイン、感じさせる街路灯で統
⼀感を演出

公 市・⺠間 街環
他

⼋⽇町PP2、五⽇町PPの改修 道路の美装化に合わせて公園の舗装を改修 公 市 街環
沿道建物の修景 ⺠ ⺠間 街環
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八日町 PP2 の改修 

五日町通りの美装化 

沿道建物の
修景補助 

沿道建物の修

景補助 

歴史を感じさせる 
サイン、街路灯の設置 
※適地で実施 

八日町通りの美装化 

五日町 PP の改修 

五日町 PP 八日町 PP２ 

道路の美装化 

 
駐車場整備 

 

公園・PP の整備 
 

沿道建物の修景 

事業凡例 



3-28

（７）日の出町・五日町

① 整備方針

日の出町や五日町の裏路地は、前計画において道路の美装化や沿道建物の修景が多く行われて

おり、その結果として現在の街なみの雰囲気が形成されている。本計画においてもこの前計画の

事業により形成された街なみづくりを継承し、新たな回遊路の整備を行うとともに、沿道建物の

修景整備を進める。 

② 整備内容

 

 

 

 

③ 計画の進め方等

・対象地区は信濃大町駅に近接し、昼間の飲食店から夜の居酒屋など幅広く飲食店が集積し、駅周

辺を起終点としたまち歩きのメインエリアとなっている。そのため、修景補助を活用した店舗等

のリニューアルや新規店舗の出店等を支援し、街なみのにぎわいの維持・向上を図る。

・北側と東側に隣接する千国街道（八日町通りから五日町通り）と本通りをつなぐ回遊路を充実し、

エリア全体の回遊性の向上を図る。

・対象地区内には起終点となる駐車場、休憩場所（ポケットパーク）、公衆トイレなどがない。一

方で空き地や空き店舗などが散在していることから、今後、地権者等との調整を図りながらそれ

らの施設整備について検討を行う。

④ 整備イメージ

八日町や日の出町の裏路地と千国街道（五日町通り）を結ぶ 

歩道の美装化のイメージ 

事業名 備考 事業区分 事業主体 備考
⽇の出町の裏路地〜五⽇町通りをつなぐ道路
の美装化

⽇の出町の裏路地〜五⽇町駐⾞場までの既存歩道
の美装化、アクセス性の向上

公 市 街環

明治⽣命前交差点〜五⽇町PPの歩道の美装
化

駅前公園〜五⽇町PPまでの既存歩道の美装化、
千国街道と裏路地の回遊性の向上

公 市 街環

新たな起終点（駐⾞場）の確保 空き家・空き地等を活⽤した起終点となる駐⾞場
等の整備の検討

公 市 街環

沿道建物の修景 エリア内の沿道建物全般を対象 ⺠ ⺠間 街環
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既存歩道の美装化 

既存歩道の美装化 

空き家・空き地等を活用した
起終点となる駐車場等の整
備の検討 

沿道建物の修景 

既存歩道の美装化のイメージ 

道路の美装化 
 

駐車場整備 

 
公園・PP の整備 

 

沿道建物の修景 

事業凡例 
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（８）仁科町・高見町（仁科町駐車場周辺）     

① 整備方針 

仁科町駐車場は出入口が本通りに近接している市営駐車場であり、利用されやすい立地である

と考えられるが、現状は本通りからの出入口の分かりにくさや未舗装の駐車場であることから、

来街者にあまり利用されていない。そこで、駐車場の利便性向上のため、舗装化や駐車区画の見

直しを行うとともに、アクセス動線の美装化などにより出入口の分かりやすくして認知度を向上

させるなど、利用の向上を図る。 

また、駐車場西側には農地が広がり北アルプスを眺めることもできることから、その立地的な

魅力を活かした朝市など定期的なイベントができるスペースを確保するほか、駐車場周辺の建物

の修景補助などにより店舗整備などを促進し、駐車場を中心とした新たなにぎわいの場を創出す

る。 

 

② 整備内容 

 

 

 

 

 

 

 

③ 計画の進め方等 

・本通りからの出入口部分については、既存市道の幅員が狭いことも駐車場が利用しづらい一因で

あると考えられるため、拡幅のための沿道敷地の確保など、地権者等と調整しながら整備の具体

化を進める。 

・駐車場のイベント等での使い方について、実際に利用する地域住民や駐車場周辺の住民の意見や

意向もふまえながら整備内容を検討する。 

 

④ 整備イメージ 

 

 

  

仁科町駐車場の舗装化と活用イメージ（朝市の開催など） 

事業名 備考 事業区分 事業主体 備考
駐⾞場と本通りを結ぶアクセス路の美装化 舗装の美装化、拡幅（沿道敷地と要調整）、サイ

ン設置
公 市 街環

朝市などができる空間の確保 駐⾞場の敷地の拡幅、または駐⾞場内の場の確保 公 市 街環
他

駐⾞場の舗装化と利便性の向上 アスファルト舗装化、利⽤を踏まえた区画配置 公 市 街環
他

周辺建物の修景等 ⺠ ⺠間 街環
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北アルプスの眺望 
周辺建物の修景補助 

アクセス路の美装化 

本通り 

朝市などができ
る空間の確保 
※位置、規模は想
定 

駐車場の舗装化と利便性
の向上（駐車区画の見直
し等） 

駐車場出入 口周
辺の改善（サイン
の設置等） 

本通り側のアクセス路入口 

道路の美装化 

 
駐車場整備 

 

公園・PP の整備 
 

沿道建物の修景 

事業凡例 
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（９）仁科町･高見町（信濃大町駅前）

① 整備方針

信濃大町駅前周辺は、駅のほかに路線バスや観光バスのバス停、市営駐車場、駐輪場が位置し

た中心市街地の玄関口である。 

駅周辺の大町らしさのある魅力向上と観光や地域交流の拠点（居場所）など新たなにぎわいの

場の創出などにより、大町市の玄関口にふさわしい街なみの形成を図る。 

また、本通りの舗装との統一などにより駅前と本通りや千国街道との連続性を向上させ、来訪

者の本通りや千国街道への誘導を図る。 

② 整備内容

 

 

 

 

 

 

 

③ 計画の進め方等

・駅周辺（特に駅前公園）に大町の「水」や「歴史」を感じさせるスポットの整備を検討する。

・観光の拠点や学生の居場所づくりは民への支援や協働が不可欠であり、本事業の修景補助のほか

市のその他の支援金なども活用し、積極的に推進する。 

④ 整備イメージ

信濃大町駅と本通りを結ぶ歩道の美装化 

及び駅前公園の拠点化（水と緑を感じる場）の整備イメージ 

事業名 備考 事業区分 事業主体 備考
駅前公園周辺の歩道の美装化 駅前と本通りとの連続性の確保、本通りへの誘導 公 市 街環

屋根付き歩道の整備等（まちなかとの連続
性、誘導）

まちなかとの連続性、誘導 公 市 街環
他

⽔と歴史を感じる場の整備（駅前公園の改
修）

⼤町の⽔や歴史に関するサインの設置等
公園内に⽔場（飲める場所）の整備

公 市 街環

観光の拠点づくり（⼟産物、宿泊、コイン
ロッカー、レンタサイクル、イベントスペー
ス、ギャラリー等）

空き店舗等を活⽤した⼟産物、宿泊、コインロッ
カー、レンタサイクル、イベントスペース、ギャ
ラリー等の整備を修景補助で⽀援

⺠ ⺠間 街環
他

学⽣の居場所（交流、学習スペース等）づく
り

空家・空き店舗を活⽤した学⽣の交流、学習ス
ペースの整備

協 市・運営者 街環
他
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水や歴史を感じ
る場の整備（駅
前公園の改修） 

駅周辺の観光の拠点
づくり、学生の居場
所づくり 

駅前公園周辺の
歩道の美装化 

屋根付き歩道等の整備など
によるまちなかとの連続
性、誘導 

駅前と本 通り 、
千国街道との連
続性の向上 

道路の美装化 

駐車場整備 

公園・PP の整備 

沿道建物の修景 

事業凡例 
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（10）仁科町（信濃大町駅～大町駅入口交差点）

① 整備方針

中心市街地の西側外周を通るバイパス（国道 147 号）の大町駅入口交差点付近は、複合商業施

設（フレスポ）の立地や、周辺の再開発など、近年人が集積する場所となっている。また、大町

駅入口交差点は国道から中心市街地への主要な入口である。そのため、大町駅入口交差点周辺と

信濃大町駅を結ぶ市道（市道仁科町１号線）の歩道の美装化や街路灯の設置等による歩きやすさ

や安全性の向上、中心市街地方面へ誘導するサインの設置など、国道 147 号からの入口として必

要な整備を行う。 

② 整備内容

 

 

 

③ 計画の進め方等

・周辺地域における開発の動向なども考慮し、整備内容や実施時期などを検討する。

・既に整備されている宿泊施設（ルートイン）前を先行して整備するなど、段階的な整備について

も検討する。

④ 整備イメージ

駅前ロータリー前～大町駅入口交差点の歩道の美装化及び 

街路灯の整備のイメージ 

事業名 備考 事業区分 事業主体 備考
駅前ロータリー前〜⼤町駅⼊⼝交差点の歩道
の美装化

複合商業施設（フレスポ）周辺と中⼼市街地をつ
なぐ歩道の改善

公 市 街環

サイン、街路灯の設置 中⼼市街地の⽞関⼝として必要なサインや街路灯
の整備

公 市・⺠間 街環
他

仁科町アーケードと連続した歩⾏環境の検討 仁科町アーケードとの繋がりを検討 公 市 街環
他
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駅前ロータリー前
～大町駅入口交差
点の歩道の美装化 

仁科町アーケードと
連続した歩行環境の
検討サイン、街路灯

の設置

歩道美装化のイメージ 

道路の美装化 

駐車場整備 

公園・PP の整備 

沿道建物の修景 

事業凡例 
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３.６ 空き家・空き店舗・空き地の活用                          

本事業を通じて、本通り沿いに存在する空き家や空き店舗、空き地を活用し、良好な街なみ景観の

形成やまちなかの魅力向上に資する取組の考え方を以下に整理した。 

 

（１）空き家・空き店舗の建物活用 

店舗としての利用のほか、イベントスペース、コワーキングスペース、高齢者等の居場所づくり

など、まちなかに人を呼び込む場としての活用を推進する。 

→沿道の空き家や空き店舗などを活用する際の建物の修景補助を行う。 

 

（２）空き家・空き店舗の敷地及び空き地の活用 

市による用地取得や借地としての活用を図り、駐車場やポケットパークの整備、冬期の雪置場と

しての活用を推進する。 

→隣接地のインフラ整備等を促進し、周辺建物の利便性向上と有効活用につなげる。 

 

＜参考＞空き家等の活用パターン 

 

 

建物の除去 ※土地所有者による除去 

新規建物 

（店舗・住宅） 

道路 

道路 

a.新たに建物を新築 

b.共同施設を新築 

建物を活用 

店舗 

住宅 

道路 

道路 

e.改修して店舗等で活用 

f.改修して共同施設として活用 

空き家 

空き店舗 

道路 

修景補助（市） 

共同施設 

道路 

c.民間の駐車場等として活用 

共同施設 
・ポケットパーク 

・駐車場 等 

道路 

d.公共のオープンスペースとして活用 

・駐車場 等 
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＜参考＞空き地を公有地化して隣接する建物のインフラ整備を行うイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き店舗 

空き家 

空き地 
空き店舗 

居住スペース 

非水洗トイレ 非水洗トイレ 

店舗スペース 

店舗 

下水道 

上水道 

道路 

店舗部分の活用 

(貸店舗) 

トイレの水洗化 

住環境の改善 

トイレの 

水洗化 

店舗用トイレ、

水場の設置 

居住スペース 

 

空き地 

↓ 

公有地化 

↓ 

駐車場等として

活用 

下水道 

上水道 

道路 



3-38 

（３）空き家の除去 

① 対象となる建物 

本事業において除去対象となる空き家は、本計画で整備する地区施設等の整備効果を促進するた

めに除去が適当と考えられる物件とすることを基本とし、以下のいずれかに適合したものとする。 

○除去後の跡地が街なみ整備のために計画的利用がされること 

○住宅地区改良法施行規則の不良住宅要件の点数が 100 点を超える建物のうち、以下のいずれか

に該当する建物 

・著しく老朽化し、防災や安全面において除去が適当と考えられる建物 

・地域の良好な街なみ景観の形成において除去が適当と考えられる建物 

 

② 除去後の用地の活用 

空き家住宅等の撤去後の用地については、立地特性を考慮し、積極的に整備・活用し、中心市街

地にゆとりとうるおいをもたらすことができるものとする。 

また、駐車場として整備・利用する場合においても、緑化を図るなど良好な街なみ景観の形成に

資するよう、本整備計画で示した方向性に沿った整備を行う。 

 

③ 除去後の建替え 

撤去後に住宅や店舗等の建替えを行う場合は、建物の意匠等は本計画で示した方向性やまちづく

り協定に沿ったものとする。 
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３.７ その他、本計画の目標実現に向けた取組                    

歩きたくなるみちづくりやにぎわいの日常化の実現のためには、主要な施設整備に加え、来訪者や

住民がまちなかを「訪れたくなる」「歩きたくなる」環境づくりを総合的に進めることが重要となる。 

このため、起終点となる空間の魅力向上や、定期的なイベント等によるにぎわいの創出、さらにはサ

イン等を活用した情報発信の充実を図り、まちなか全体の回遊性と滞在性を高める取組を推進する。 

これらの取組を相互に連携させることで、日常的な利用と交流が持続的に生まれるまちなかの形成

を図る。 

 

（１）起終点の魅力化 

・駐車場を休憩施設（公園やポケットパーク等）に隣接させ、美装化した歩道などの回遊動線を接

続する。 

・駐車場自体も北アルプスの眺望や水場、水路などの魅力を備えたスポット化を図る。 

・朝市やマルシェなど定期的なイベント開催を想定し、舗装や駐車区画を設定する。 

 

（２）定期的なイベント等の開催 

・公園等のオープンスペースや空き地、空き店舗を活用し、まちなかの様々な場所で開催する。 

・定期的かつ継続的に行うことで日常的なにぎわいを創出する。 

 

＜参考＞公園等のオープンスペースの利用促進の取組 

・イベント等で活用したい場合の手続きの簡素化を図る。 

・テーブルやベンチ等の備品、電源や水道等の設備の整備を行う。 

・イベント情報等の積極的な発信を行う。 
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（３）サイン等による情報発信 

街歩きのための情報（店舗、スポット、回遊路）や、まちなかの歴史や魅力を伝え、歩いて楽しい

まちなかを演出する。 

 

① サインの内容例 

・店舗位置（飲食、土産物店の位置 等） 

・回遊動線（駐車場や回遊路の位置、名称 等） 

・歴史（場所や施設の名称、歴史に関する解説 等） 

・魅力（北アルプスの見える場や山の名称、水スポットの位置や情報 等） 

 

 

a.案内サインイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街なみ環境整備事業 

掛川城地区（静岡県掛川市） 

栃木県栃木市 

長崎街道（福岡県北九州市） 長崎街道（福岡県北九州市） 
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b.誘導標識イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.解説サイン、名称サインイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街なみ環境整備事業 

掛川城地区（静岡県掛川市） 

長崎街道（福岡県北九州市） 長崎街道（福岡県北九州市） 

中山道浦和宿 

（埼玉県さいたま市浦和区） 

奈良井宿（長野県塩尻市） 
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② これまでのサインの考え方 

平成 20 年度に策定した大町市中心市街地街なみ環境整備計画では、中心市街地における散策、

歴史資源めぐり、買い物等の行動をより円滑にするとともに、地域に残る昔の言い伝え等へも関

心・理解を深められるような空間としていくため、歩行者の利便性の向上にもつながるようなサイ

ンの整備計画を検討した。案内対象者は「歩行者」とし、整備対象区域は、街なみ環境整備事業対

象区域及びその周辺とし、サインの設置の目的及び機能によって、大拠点、中拠点、小拠点等に分

類して配置を検討した。以下に過年度の計画で検討した配置方針、サイン配置の検討図、表示板面

イメージ、案内サインデザインイメージを示す。 

平成 28 年度の計画改定時には、過年度の計画を参考として、駅周辺～大町駅入口交差点（国道

147 号）のサインの配置を検討している。同計画では、信濃大町駅からの来訪者（歩行者）と、国

道 147 号からの来訪者（自動車）を対象とし、中心市街地への誘導を目的としたサインの配置につ

いて検討するとともに、歩行者の安全確保のため、市道仁科町１号線に自転車専用通行帯を設けた

場合のサインの配置についても検討している。 

 

＜参考＞配置方針 
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＜参考＞サイン配置の検討図 
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＜参考＞表示板面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞案内サインデザインイメージ 
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第４章 まちづくり協定                           
まちづくり協定は、統一感のある、調和のとれた街なみ形成のため、土地所有者等（賃借権を有す

る者を含む）が合意する一定の決まり事であり、本事業において修景整備を実施するためには、まち

づくり協定の締結が必須となる。また、修景整備の実施対象のみならず、まちの「決まり事」として、

主体的で継続的な運用をしていくことで、目標とするまちづくりのために活用することを推奨する。

ここでは、そのためのまちづくり協定の締結のプロセスや運用上の留意点等を整理した。 

 

４.１ まちづくり協定締結の進め方                            

まちづくり協定は、建築物の形態意匠などに一定の基準を設けるため、土地所有者等による十分な

合意形成や価値観、目標の共有が必要である。 

また、将来に向けて、より実効性のある街なみ景観の保全や育成を推進するため、景観条例及び大

町市景観計画に基づく景観づくり住民協定等も併行して締結し、一体的に運用していくことが効果的

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 まちづくり協定締結のフロー（自治会の場合） 

市
に
よ
る
支
援 

協
定
の
運
用
に
よ
る 

ま
ち
づ
く
り 

協定の内容を検討 

自治会の総会等において内容を検討 

市へ協定書を提出（Ｒ８～） 

協定に基づく修景整備工事の実施 
（順次） 

土地所有者等の合意形成 

Ｒ
７
年
度 

〜 
Ｒ
16
年
度 
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４.２ 協定の内容

まちづくり協定では、事業計画における修景の方針に基づき、住宅等及びその敷地について、以下

①～③のいずれか１項目以上を定める必要がある。また、階数、軒高、敷地規模、広告看板類、シャ

ッターや店舗開口部への工夫などについても、まちの特性や目標の実現に向け、必要に応じて定める

ことが望ましい。 

① 形態意匠の統一

② 壁面線の指定

③ 敷地の整備

４.３ 運用上の留意点

 まちづくり協定を十分機能させるためには、その運用にあたり次にあげるような事項について留

意する必要がある。 

（１）協定内容の周知

 まちづくり協定の円滑な運営のため、協定の目的や基本ルールを分かりやすく整理し、継続的な

周知を行う。特に新規転入者や建築・改修を行う者に対しては、市と連携し、早い段階で説明や案

内をする仕組みを整え、「知らなかった」によるトラブルの防止を図る。 

（２）ルールの管理

協定ルールは規制ではないため、事前案内や調整を基本として運用する。運用体制や相談窓口を

明確にし、公平で柔軟な運用を心がけるとともに、協定に一定の期限を設け、社会状況の変化等に

応じて定期的に内容を見直し、協定の実効性を維持する。 
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第５章 整備主体と主な整備内容 
本計画に基づく整備は、道路や公園など地方公共団体（大町市）が行うものと、住宅や店舗の修景

など民間が行うものとに分けられる。また、本通りは県道であることから、長野県との調整も必要と

なる。以下に本事業による補助対象となる主な整備内容を整備主体ごとに整理した。 

５.１ 地方公共団体による整備内容

地方公共団体による整備は、主に以下の①～④となる。 

① 地区施設の整備（道路、小公園、緑地等）

② 生活環境施設の整備

③ その他の事業（水路、ストリートファニチュア、案内板等）

④ 修景施設の整備（市の助成分 1/3） など 

５.２ 民間による整備内容

民間による整備は、以下の①～④となる。 

① 地区施設整備に伴う移設（門、塀、樹木等の移設）

② 修景施設の整備（住宅や店舗等のファサードの修景整備）

③ 共同建替等の共同施設整備

④ 空き家住宅等の除去
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第６章 事業の進め方                         
 本事業は、今後の事業期間内においては、住民や地権者等との必要な調整を図りながら、整備内容

を具体化し、測量、設計、施工等を順次進めていく。また並行して、地域住民のまちづくり協定の締

結、県や市の関連事業との調整なども進めていく必要がある。以下に本事業を進めるにあたっての評

価・検証のプロセスや事業スケジュールを示し、整備費の概算をまとめた。 

 

６.１ 事業の実施及び検証・評価のプロセス                        

 本事業は、10 年間の事業期間内において、集中的な事業実施により効果の早期発現を目指すとと

もに、中心市街地を取り巻く情勢やニーズの変化に柔軟に対応し、実効性のある整備が求められる。  

そのため、各事業の優先度や具体性に応じて事業計画を２期に分け、概ね５年後に第１期の評価・

検証を行い、第２期の事業計画の見直しを行う。 

なお、見直しの際は、民間団体や関係部局と密接に連携し、まちづくりに関するソフト関連事業等

と一体的に検証・評価を行うものとする。 

 

 

６.２ 事業スケジュール（案）                          

 本事業のスケジュールを次ページに示す。 

 

 

６.３ 整備費の概算                               

 本事業の整備にかかる事業費は、現時点の概算で事業期間９年間に約９億円を予定している。 

 

 

 



凡例 街環（公）街環（⺠）街環（協）県 市 ⺠間
R17以降

エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降
本通りからのアクセス道路の改良 市が整備 公 市 短 整備
旧⼤町北⾼校跡地〜弾誓寺をつなぐ道路の美
装化

⼀部で北アルプスが⾒える、弾誓寺を含む回遊路
の創出

公 市 街環 短 地元と調整 整備

⼤⿊町PPの改修 ⽼朽化した施設の改修等 公 市 街環 短 地元と調整 整備
起終点となる駐⾞場の整備
（旧⼤町北⾼校跡地）

⼤⿊町周辺の回遊の起終点となる駐⾞場 公 市 短 整備

既存校舎やグラウンドの活⽤
（旧⼤町北⾼校跡地）

ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ、⼭岳・ｽﾎﾟｰﾂ施設等 協 県・市・⺠ 中 活⽤⽅法検討（県調整） 整備

⼤⿊町PP周辺建物の修景 ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施
本通りの沿いの修景整備 ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施

エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降
九⽇町PP〜裏路地をつなぐ歩道の整備 本通り・PPと裏路地をつなぐ⼩径の整備 公 市 街環 中 地元と調整 整備
九⽇町PPの改修（休憩施設等の設置） 休憩施設等の設置 公 市 街環 中 地元と調整 整備
起終点となる駐⾞場の整備
（九⽇町PPや弾誓寺周辺）

九⽇町周辺や弾誓寺周辺に回遊の起終点となる駐
⾞場を整備

公 市 街環
他

中 地権者と調整 整備

趣きのある建物を活⽤した共同施設の整備 千国街道沿いの歴史を感じる建物を共同施設（集
会施設等）として改修、修景整備

協 市・⺠間 街環 中 地元・地権者と調整 整備

本通りの沿いの修景整備 ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施
エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降

無電柱化事業 無電柱化、道路構成の再編等 公 県 中 計画 設計 整備
⾬⽔渠の⽼朽化対策 ⾬⽔渠の付け替え等 公 市 中 計画 設計 整備
サイン、街路灯、植栽帯等の設置 本通りや千国街道で統⼀したサインや街路灯 公 県（市）

・⺠
街環
他

中 計画 設計 整備

⾃転⾞通⾏環境の改善 ⾃転⾞通⾏帯の整備等 公 県（市） 中 市全域の⾃転⾞交通の検討→県と調整 整備
空地、空き店舗の敷地を活⽤したポケット
パーク等の整備

オープンスペースの整備と併せて隣接地のインフ
ラ整備を実施

公 市 街環 短〜⻑ 地権者と調整、設計 敷地購⼊ 整備 適宜実施

⽔を感じる施設の整備 男清⽔・⼥清⽔、⽔路等の整備 公 市 街環 短〜⻑ 地権者と調整、設計 敷地購⼊ 整備 適宜実施
沿道建物の修景 ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施

エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降
上仲町・下仲町のアーケードの撤去 ⺠ 商店街 短 計画 設計 整備
サイン、街路灯の設置 アーケード撤去後のサインや街路灯を整備（既存

のサインや照明はアーケードについているため）
協 市・⺠間 街環

他
中 整備

アーケードの撤去後の⾬⽔排⽔対策 撤去後の⾬⽔排⽔処理、⽔勾配の改善 公 県・市 中 整備 →最終的に県の道路整備事業で完成
アーケード撤去後の沿道建物の修景 壁⾯の補修、庇の設置等 ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施

エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降
⼋⽇町PP〜名店街をつなぐ歩道の新設 新たな公園の整備と併せて検討、整備 公 市 街環 短 地権者と調整 整備
⽩塩通りの美装化 南側に⼟蔵が⽴ち並ぶ⽩塩通りの美装化 公 市 街環 短 整備
新たな公園の整備（北アルプスの⾒える公
園、遊び場、植栽、駐輪場、⽔路 等）

北アルプスを眺めながら遊べる公園、遊戯施設、
休憩施設、植栽、駐輪場等の整備

公 市 街環 短 地元・地権者と調整 整備

⼋⽇町PPの改修 ⽔路活⽤や施設の更新、朝市などができる空間の
整備

公 市 街環 中 整備

下仲町PPと本通りとの連続性の確保 PPと本通りを繋ぐ通路の整備 公 市 街環 中 整備
下仲町駐⾞場の舗装化と利便性の向上 アスファルト舗装化、安全性や利便性の⾼い駐⾞

レイアウト
公 市 街環

他
短 地元・地権者と調整 整備

⼟蔵の保存を兼ねた修景（修景補助）と活⽤
（店舗化等）

保存を兼ねたリニューアルと店舗等への活⽤ ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施

⽩塩通り沿いの修景整備 ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施
⼤町名店街の修景整備 ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施

新⼤町市街なみ環境整備事業計画 事業スケジュール（案）

旧⼤町北⾼校
跡地周辺

R10信州国スポのスポーツク
ライミング会場として改修・
施設整備を⾏うため、その施
設を活⽤して新たなまちなか
の拠点を創出

②九⽇町 千国街道沿い
〜帰命⼭弾誓
寺周辺

千国街道沿いの歴史的な街な
みを構成する建造物や、既存
のポケットパークを活⽤した
新たな地域拠点を創出

新⼤町市街なみ環境整備事業計画 事業スケジュール（案）

まちづく
りの全体
像の検討

⑤⼋⽇町・上仲町・下
仲町

⼋⽇町PP・下
仲町PP、下仲
町駐⾞場周辺

本通り・千国
街道

県が進める道路整備事業と連
携して道路構成の再編、舗装
の改修、植栽帯や街路灯を整
備

④上仲町・下仲町 本通り沿い ⽼朽化したアーケードの撤去
に伴う沿道建物の修景、歩道
の改修等による安全・快適な
歩⾏空間の整備

第1期 第2期

⼋⽇町PPや下仲町PP周辺の
⼟蔵の集積したエリアの魅⼒
を活かした新たな拠点の創
出、及び下仲町駐⾞場の敷地
を活⽤した公園や回遊路の整
備により、⾯的なにぎわいの
場を創出

公園の活⽤⽅法等の
検討、社会実験

①⼤⿊町（旧⼤町北⾼
校跡地周辺）

③本通り・千国街道
（仁科町〜⼤⿊町）
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凡例 街環（公）街環（⺠）街環（協）県 市 ⺠間
新⼤町市街なみ環境整備事業計画 事業スケジュール（案）

新⼤町市街なみ環境整備事業計画 事業スケジュール（案）
エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降

⼋⽇町通りの美装化 歴史を感じる舗装、除雪や歩きやすさに配慮した
舗装へ変更

公 市 街環 短 検討、設計 整備

五⽇町通りの美装化 歴史を感じる舗装、除雪や騒⾳、歩きやすさに配
慮した舗装へ変更

公 市 街環 短 検討、設計 整備

サイン、街路灯の設置 千国街道とわかるサイン、感じさせる街路灯で統
⼀感を演出

公 市・⺠間 街環
他

短 整備

⼋⽇町PP2、五⽇町PPの改修 道路の美装化に合わせて公園の舗装を改修 公 市 街環 短
沿道建物の修景 ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施

エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降
⽇の出町の裏路地〜五⽇町通りをつなぐ道路
の美装化

⽇の出町の裏路地〜五⽇町駐⾞場までの既存歩道
の美装化、アクセス性の向上

公 市 街環 短 整備

明治⽣命前交差点〜五⽇町PPの歩道の美装
化

駅前公園〜五⽇町PPまでの既存歩道の美装化、
千国街道と裏路地の回遊性の向上

公 市 街環 短 整備

新たな起終点（駐⾞場）の確保 空き家・空き地等を活⽤した起終点となる駐⾞場
等の整備の検討

公 市 街環 短〜⻑ 整備箇所の検討、地権者と調整

沿道建物の修景 エリア内の沿道建物全般を対象 ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施
エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降

駐⾞場と本通りを結ぶアクセス路の美装化 舗装の美装化、拡幅（沿道敷地と要調整）、サイ
ン設置

公 市 街環 短〜中 地権者と調整、設計 敷地購⼊ 整備

朝市などができる空間の確保 駐⾞場の敷地の拡幅、または駐⾞場内の場の確保 公 市 街環
他

短 利⽤⽅法等の検討 整備

駐⾞場の舗装化と利便性の向上 アスファルト舗装化、利⽤を踏まえた区画配置 公 市 街環
他

短 設計 整備

周辺建物の修景等 ⺠ ⺠間 街環 短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施
エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降

駅前公園周辺の歩道の美装化 駅前と本通りとの連続性の確保、本通りへの誘導 公 市 街環 中 駅周辺の整備計画検討・設計 整備

屋根付き歩道の整備等（まちなかとの連続
性、誘導）

まちなかとの連続性、誘導 公 市 街環
他

中 駅周辺の整備計画検討・設計 整備

⽔と歴史を感じる場の整備（駅前公園の改
修）

⼤町の⽔や歴史に関するサインの設置等
公園内に⽔場（飲める場所）の整備

公 市 街環 中 駅周辺の整備計画検討・設計 整備

観光の拠点づくり（⼟産物、宿泊、コイン
ロッカー、レンタサイクル、イベントスペー
ス、ギャラリー等）

空き店舗等を活⽤した⼟産物、宿泊、コインロッ
カー、レンタサイクル、イベントスペース、ギャ
ラリー等の整備を修景補助で⽀援

⺠ ⺠間 街環
他

短〜⻑ まちづくり協定 適宜実施

学⽣の居場所（交流、学習スペース等）づく
り

空家・空き店舗を活⽤した学⽣の交流、学習ス
ペースの整備

協 市・運営者 街環
他

中 建物取得
等

整備

エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降
駅前ロータリー前〜⼤町駅⼊⼝交差点の歩道
の美装化

複合商業施設（フレスポ）周辺と中⼼市街地をつ
なぐ歩道の改善

公 市 街環 短 整備

サイン、街路灯の設置 中⼼市街地の⽞関⼝として必要なサインや街路灯
の整備

公 市・⺠間 街環
他

短 整備

仁科町アーケードと連続した歩⾏環境の検討 仁科町アーケードとの繋がりを検討 公 市 街環
他

中 駐⾞場の利⽤検討 整備

エリア 場所名 整備⽅針 事業名 備考 事業区分 事業主体 備考 期間 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17以降
空き家等の除去 条件を満たした空き家の除去 公or ⺠ ⺠間or市 街環 適宜 実施 適宜実施

⑨仁科町･⾼⾒町（信濃
⼤町駅前）

信濃⼤町駅前

⑦⽇の出町・五⽇町

⑧仁科町・⾼⾒町（仁
科町駐⾞場周辺）

仁科町駐⾞場
周辺

仁科町駐⾞場の利便性向上と
駐⾞場を中⼼とした新たなに
ぎわいの場の創出

前計画の事業により形成され
た街なみの継承と新たな回遊
路の整備

⑩仁科町（信濃⼤町駅
〜⼤町駅⼊⼝交差点）

前と⼤町駅⼊⼝交差点周辺
（フレスポ、アップルランド
跡地）を結ぶ歩道の歩きやす
さ、安全性の向上と中⼼市街
地⽅⾯への誘導、バイパスか
らの⼊⼝としての整備

駅周辺の魅⼒の向上と観光や
地域交流の拠点（居場所）の
創出、⼤町市の⽞関⼝にふさ
わしい街なみの形成

⑥千国街道（⼋⽇町、
五⽇町）

千国街道沿い かつて塩の道であったことを
感じさせる街なみの形成

サイン、街路灯等の
計画

適地の選定、運営⽅
法等の検討
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資料-1 

資料編 

１ 計画策定の経過 
 本計画の策定にあたっては、３つの会議（全体説明会、懇談会、検討委員会）を開催し、住民等と

の意見交換や議論、また地域住民等の代表者や有識者などから意見や助言等を得ながら検討を進めて

きた。また、パブリックコメントを実施し、住民等からの意見を踏まえながら本計画をとりまとめた。 

全体説明会 懇談会 検討会議 

区域内住民、商店街等 区域内住民、商店街等 民間団体、自治会・商店街代表

者、有識者、アドバイザー等 

計画策定の進め方やその結果等

について、地域の皆さま等へ報

告・説明する場 

計画の目指す方向性や事業内容

等について、地域の皆さま等と

意見交換や議論する場 

懇談会で議論した内容等をもと

に、計画の策定や事業の推進に

向けて、意見交換や情報共有を

行う場 

時期 会議等 主な内容 

令和 7 年 8月 5 日 第１回全体説明会 「新街なみ環境整備事業」計画策定に向けて 

令和 7 年 8月 29 日 第１回検討会議 

・新計画の策定について

・検討会議について

・懇談会の内容･進め方について

令和 7 年 9月 16 日 第１回懇談会 

ワークショップ

・前計画の事業のふりかえり

・こんな場にしたい、こんなシーンをつくりたい

令和 7 年 9月 24 日 第２回懇談会 

ワークショップ

・地区施設等の事業（素案）について

・街なみの方向性（素案）について

令和 7年 10月 14 日 第２回検討会議 

第１回及び第２回懇談会の結果報告 

大町市新街なみ環境整備事業計画（素々案） 

第３回懇談会の進め方 

令和 7 年 11 月 4 日 第３回懇談会 

ワークショップ

・街なみ環境整備の全体方針について

・修景の方針（素案）について

・地区施設等の整備計画（素案）について

令和 7年 11月 26 日 第３回検討会議 ・大町市新街なみ環境整備事業計画（素案）

令和 8 年 2月 16 日 パブリックコメント 期間：2 月 16 日～3 月 2日 

令和 8 年 3月 12 日 第２回全体説明会 ・新大町市街なみ環境整備事業計画（案） 
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